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令和７年第２回姫路市議会定例会（未定稿） 

令和７年６月１２日（木） 

◯常盤真功議員（登壇） 

おはようございます。 

市民クラブの常盤です。 

既に次の予定に行かれているかもしれませんが、先ほど

のフェニックスチルドレンズコーラスによる議場でのす

ばらしい合唱、貴重なひととき、ありがとうございました。

姫路市に滞在中、限られた時間かもしれませんが、姫路市

の魅力をお楽しみいただきたいと思います。 

それでは通告に基づき、質問します。 

今回の質問において、幾つかの他都市の事例を紹介しま

すが、普段から考えていることを質問するための根拠を調

査しました。よりよい姫路に向けて、他都市の事例を参考

にしていただければと考えます。 

一方、先日、「姫路市、生成ＡＩで議会答弁の作成時間

を10分の1に」との記事を読みました。生成ＡＩサービス

を提供する民間事業者からの発表ではありましたが、市の

職員に対するアンケートの分析がベースであるとのこと

でした。 

生成ＡＩサービスを活用するのは現在の流れであり、業

務負担軽減には必要と考えますが、10分の1までの軽減量

に議員の質問に対して当局の意思がどれだけ織り込まれ

ているのか、未来に向けた議論がどれだけできるのか、と

読み取れる記事でありました。 

これまでと変わりなく、それぞれの当局が熟考を重ね、

答弁を導き出していただいていると信じつつ、それぞれの

項目に入ります。 

1項目めは、魅力あるまちづくりについて質問します。 

1点目は、ブランドメッセージから目指すまちづくりに

ついてお尋ねします。 

姫路市は、市の魅力を広く伝えるために、ブランドメッ

セージ「住むほどに 好きが深まる 姫のまち」とそのロ

ゴを作成し、姫路市の魅力を伝えたい、姫路市が好きだと

思う全ての方に、自由な発想で様々な場面でブランドメッ

セージとロゴを使用していただこうとしており、市として

も様々な発行物にブランドメッセージとロゴを使用して

おります。 

ブランドメッセージを市内外の方が目にしたとき、姫路

市の魅力、特徴をどのように連想できるか、市の責任とし

て取り組んでいかなければならないと考えます。 

人口減少社会において自治体間競争に勝ち抜くために、

多くの人に見てもらえるようブランドメッセージを発信

し、他市を上回る都市イメージをつくっていかなければな

りません。 

ウェブにアクセスする際の入口となるポータルサイト

にブランドメッセージを広告として載せ、姫路市の認知度

を向上していく方法もあるかと思いますが、市の発行物以

外にどのような発信方法を考えていますか。また、どのよ

うな都市イメージを感じ取っていただきますか。ブランド

メッセージを特に伝えたいターゲット層はありますか。タ

ーゲット層があるのであれば、今年度進める多くの事業は

その層に手厚い事業になっていますか。 

市として令和7年度事業の方向性を決定した後、市民参

加型のブランドメッセージが決定されました。ブランドメ

ッセージを受けて、どのように庁内連携しますか。また、

新たな事業展開を考えますか。当局のご所見をお聞かせく

ださい。 

2点目は、労働力確保への支援についてお尋ねします。 

1点目は、自治体間競争に勝ち抜くことへの市の考えを

確認する質問をしました。様々なことを考えていかなけれ

ばならない中、以下の2点目、3点目について議論を深めて

いきたいと考えます。 

近年、企業が採用活動をしても、労働力の確保が難しく

なっています。企業にとって適切な人材を確保することは、

企業の成長や発展のために不可欠であります。企業が採用

活動を進め、1人でも多くの人材を確保したいと思ってい

ても、思うように応募者が来ないとの切実な思いを聞きま

す。 

近年の売り手市場では、求職者側が多くの選択肢から自

分に合った企業を選ぶ傾向が強く、興味を持つ職種であっ

ても中小企業は労働条件や待遇を向上させる難しさを持

ち合わせており、求職者に選んでもらえないことも多くあ

ります。行政として、中小企業に対して労働力を確保する

ための支援ができないかと考えます。 

1つ目は、労働環境改善への支援についてお聞かせくだ

さい。 

市として、市外企業の誘致や市内企業による新設・増設

などへの支援メニューを多く用意しておりますが、労働力

確保のための労働環境改善への支援は考えることできま

せんか。 

求職者に、こんなよい環境で働けるのかとよい印象を持
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ってもらうことも大事ではないかと考えます。事務スペー

スや休憩スペース、食堂、トイレなどをワンランクアップ

させることは、働いている従業員への労働環境改善にもつ

ながります。求職者が注目する企業にするためにも、その

ような支援があってもよいのではないかと考えます。 

2つ目は、従業員が生活する住まいを確保するために企

業を支援することについてお聞かせください。 

求職者が企業を決定した後、次に決めるのは住まいにな

ります。仕事終わりの安らぐ場所として、ある程度の仕様

を持つ住まいを姫路市内で探すと、家賃代として手取りか

ら多く費やすことになり、自分のために使う金額が少なく

なります。 

そのために企業が寮の整備や家賃補助を行い、従業員の

生活への負担を減らすことを考えますが、雇用する側の企

業負担が大きくなります。市として姫路に住み、姫路で働

く人への支援をすることはできませんか。 

直接個人への支援でなくても、寮の整備や家賃補助に使

えるように企業を支援し、企業が従業員へ福利厚生の一環

として支援することでもよいと考えます。働くための住ま

いへの個人支出が他市町より大幅に減る企業が多くなる

ことは、きっと働くための場所として姫路を選んでくれる

と考えます。 

1人でも多くの人に姫路で働いてもらえるためのそれぞ

れの提案について、当局のご所見をお聞かせください。 

3点目は、郊外部の活性化への対応についてお尋ねしま

す。 

令和6年第2回定例会の私の質問において、「住みたいま

ちランキングにある姫路とは姫路駅周辺エリアのことを

指す。」との答弁がありました。 

令和7年もランキング1位との結果を得るなど、市外から

見る姫路駅周辺エリアはこれまで進めてきた魅力あるま

ちづくりへの結果が結びついていると感じます。そのため、

先ほど質問した住む場所の家賃が高騰することにもつな

がっているのかもしれません。 

さて、都市局長は、新聞社による新幹部へのインタビュ

ーで、「鉄道の駅周辺に人を誘導し、住居エリアを小さく

する。地域ごとに核をつくり、鉄道やバスでつなぐ。自家

用車から乗り継ぐパークアンドライドの拠点も考えてお

り、そのためにロータリーや駐車場、駐輪場の整備を進め

ている。コミュニティとしては知り合いがいる同じ地域に

なる。移住は強制できないので、緩やかに駅前への移り住

みを促したい。」と答えておりました。 

ただ、市内の現状として、姫路駅周辺エリアの整備事業

により都市機能が充実したことにより、都市局長の思いと

は異なり、市民も利便性を求めて、地域内の駅前への移り

住みではなく、姫路駅周辺エリアに移り住みしていると考

えています。 

そのような市内の状況を打破するためにも、郊外部への

若者の移住・定住を支援する総合的な取組、グリーンファ

ミリー制度を創設するなど、郊外部への人口移動を目指す

取組を実施していると思っております。 

まず、グリーンファミリー制度に期待する効果、令和6

年度の実績、令和7年度の見込みはどうなっているのかを

お聞きします。 

次に、都市局長の言われる地域ごとの核とは何か、緩や

かに駅前への移り住みを促したいとはどのような手法を

考えているのかをお聞きします。 

さらに、郊外部への移住・定住を支援する総合的な取組

を進めつつも住居エリアを小さくする方法を考えるため

に、定住に向けた土地確保の支援について、生活を支える

商業施設の確保に向けた支援についての2点について、当

局の考えをお聞きします。 

郊外部の定住に向けた土地確保の支援については、定住

を考えるために様々な要件を確認しつつ、実際に戸建ての

住宅を建築するとなると、道路や上下水道の公共インフラ

が整備されている場所も大事な要素となっております。 

クリアするための1つの手法として、建物つき宅地を購

入し、建て替えのために解体し新築することが考えられま

すが、既存住宅の解体費用が必要経費に上乗せされること

にもなります。 

姫路市老朽空家対策補助金交付制度にて、市街化調整区

域内の特別指定区域内が対象となる建て替え型の補助が

あるとは認識しておりますが、移住定住が促進するように

もっと要件緩和できないかと感じております。 

局長の考えるコンパクトなまちづくりに向けて、そして

郊外部で新たな生活を検討する世帯への支援として、住宅

建て替えのための解体費用を支援することはできません

か。当局のご所見をお聞かせください。 

生活を支える商業施設の確保に向けた支援については、

地域の利便性を上げていくための支援が必要ではないか

と考えております。 

若者が中心部から一定の距離がある郊外部に移住・定住



（070612 常盤議員 未定稿） 

  

- 3 - 

 

することを考えた際、生活を支える買物ができる商業施設

が地域にあることが必要ではないかと考えます。姫路市の

買物事情については移住ガイドに示しておりますが、郊外

部にその利便性は届いていないと考えます。 

グリーンファミリー制度など、市として郊外部に対して

様々な支援を進め、生活するための費用を抑制することは

可能と考えますが、本当に生活するためには一定の利便性

がなければならないと考えます。 

商業施設の進出は、収益性などを踏まえ民間事業者が決

定していくものではありますが、郊外部が事業決定される

区域として選択してもらえるよう、事業者への支援も必要

ではないかと考えます。 

都市局長が答えていた「緩やかに駅前への移り住みを促

したい。」は地域の実情も考えなければなりません。住み

慣れた地域に引き続き住みたいと思う方も多くいると考

えますが、高齢になり将来運転免許証を返納した際の生活

をも支えていかなければなりません。若者の生活支援だけ

でなく、全ての世代の生活支援にもなると考えます。 

1人でも多くの人に住んでもらえるためのそれぞれの提

案について、当局のご所見をお聞かせください。 

2項目めは、デジタル技術を活用したサービスの拡充に

ついて質問します。 

1点目は、メタバース市役所の導入についてお尋ねしま

す。 

近年、姫路市はサービスの利便性向上のために行政手続

の電子申請化や相談業務のオンライン化を進めており、市

役所に来庁せずにサービスを受けることができるように

なってきております。 

行政手続の電子申請化は、主に市のホームページから申

請を進めていきますが、ホームページから申請するサイト

やＵＲＬをご自身で見つけなければなりません。 

相談業務のオンライン化は、支所・サービスセンターに

足を運び、市役所本庁と専用の端末でつなぎ、本庁に行か

なくても相談や手続ができ、こども保育課に係る手続のリ

モート相談窓口が行われております。 

リモート相談窓口は、今後様々な手続に拡充していくと

思われますが、現時点は支所・サービスセンターに足を運

ぶ必要があります。さらなる市民サービスの利便性向上に

向けて、メタバースを導入し充実させることができると考

えております。 

行政手続の電子申請化や相談業務のオンライン化と同

様、市役所には行きませんが、来庁した感覚で職員に相談

することや手続することができるサービスになります。移

動時間をゼロにするだけでなく、匿名で相談することがで

きるために、担当者と話をする際の心理的ハードルが下が

るという市民にとってのメリットもあります。 

東京都江戸川区で進めているメタバース区役所につい

て調査しました。令和6年度から、子育て、教育、福祉、

健康、区民生活を相談対象とし、毎週水曜日に開設し、事

前予約制で取組を始め、令和7年度には本庁や出先機関を

問わず、全課で全ての平日で実施する予定としております。

また、令和6年度に実施した採用説明会もメタバースを活

用し実施しておりました。 

今回の調査において、実際にタブレットを使用しメタバ

ース区役所を体験しました。初めての操作には少し戸惑う

ところもありましたが、事前に相談内容を伝えておくこと

により、画面を通して職員から資料説明を受けることも可

能で、相談を受けるためのサービスとして有効であると感

じるとともに、第三者が会話に入ることができないようプ

ライバシー保護もできており、安心して会話することがで

きるサービスとなっておりました。相談対応から続けて行

政手続も行うことができる説明もありました。 

来庁不要を目指すメタバース区役所の導入検討の際、来

庁することが困難な方にも利用いただき意見を求めた際、

区役所に行かなくても手続ができるサービスに好感を持

っていただいたとの説明もありました。 

また、姫路市は令和5年度より公式ＬＩＮＥアカウント

を開設し、市民の皆さんに様々な情報を配信しております

が、メタバース区役所は江戸川区の行政情報を配信するＬ

ＩＮＥ公式アカウントのメニューからアクセスすること

ができ、様々な行政情報の窓口として幅広くＬＩＮＥを活

用しています。 

来庁しなくても相談や行政手続ができる方法に、メタバ

ース市役所を検討してはいかがですか。当局のご所見をお

聞かせください。 

2点目は、自治会電子回覧板の導入についてお尋ねしま

す。 

自治会回覧板については、留守宅が多くなると回覧を始

めてから終わるまでに時間を要することになったり、隣保

に回覧板を持っていくことが手間と感じたり、そもそも地

域役員の方が回覧物を引き取りに行く負担が大きいなど、

回覧板の在り方について意見をいただいたことがありま
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す。回覧板が回ってきた際、回覧を見た人だけの情報にな

り、家族で共有されない場合もあると仄聞します。 

また、コロナ禍においては、感染防止対策として回覧板

に触れたくないとの声もありました。 

デジタル化を普及させていくために市がＬＩＮＥ公式

アカウントを開設したように、地域の情報の伝達方法の議

論を進める必要があると考えております。 

福井県坂井市の電子回覧板の取組について調査しまし

た。坂井市が電子回覧板を導入した経緯として、自治会か

ら配布する文書などを各戸配布することに負担を感じ、デ

ジタル化を要望する声に応えて取り組んだ、との説明があ

りました。 

自治会長や役員が、自治会員へのお知らせをスマートフ

ォンなどを利用し送信できるシステムであり、発信者とな

る自治会長や隣保長が作成したお知らせ文書や資料を写

真に撮ってデジタル化し、対象となる個人やグループを選

択し発信します。 

受信者はあらかじめ登録されたスマホやタブレットに

新しいお知らせが届いた旨のプッシュ通知があり、配信さ

れてきた情報を閲覧し、内容を確認します。 

送信ボタン1つで登録者に一斉配布ができ、素早い情報

共有ができます。 

自治会で回覧している文書を電子化し情報共有を図る

回覧板機能のほかに、容易に情報交換ができる掲示板の作

成機能、回覧文章に対しての出欠の回答や集計ができる機

能、役員会や子ども会などの特定のグループに配信する機

能など多くの機能を有しております。 

電子回覧板は、坂井市のＬＩＮＥ公式アカウントのメニ

ューからアクセスし、操作することができます。 

坂井市では、自治会が電子回覧を導入しても、会員のデ

ジタル化への対応能力に応じて紙媒体と電子回覧の使い

分けが可能となっております。 

自治会として、紙媒体の配布数が減り、自治会運営の負

担軽減につながった、迅速な情報共有が可能になったとの

効果がある一方、デジタル操作に不慣れな方は導入が進み

にくいので、紙媒体と電子回覧の両方で配布する場合があ

るとの課題があるとの認識を持たれております。 

デジタル操作に不慣れな方の対応については姫路市も

同様に認識しており、行政として電子回覧板の導入を取り

組むのではなく、自治会ごとの判断に委ねていると仄聞し

ますが、姫路市公式ＬＩＮＥアカウントで情報発信しつつ、

同様の内容を紙媒体で配布するなどの運用もしておりま

す。同じことだと思います。デジタル操作に不慣れな方が

いてもデジタル化を進めていくことにより、将来、自治会

の事務作業の負担が軽減されていくと考えます。 

一斉配布により、素早い情報共有ができるとともに、将

来の自治会の作業負担軽減への取組を行政が主体的に進

める電子回覧板の導入について、ご検討はできませんか。

当局のご所見をお聞かせください。 

3項目めは、路上喫煙防止対策について質問します。 

令和7年第1回定例会経済観光委員会にて農林水産環境

局より、「姫路市では平成20年4月に、姫路のまちを美しく

安全で快適にする条例の一部改正を行い、路上喫煙禁止区

域の指定及び違反者に対して2,000円以下の過料を科す罰

則規定を追加し、路上喫煙防止に向けた取組を進めてきた。

しかしながら、近年、姫路駅周辺での路上喫煙によるたば

このポイ捨てが増加しており、また、路上喫煙や望まない

受動喫煙に対する苦情が数多く寄せられ、大きな問題とな

っていることから、さらなる路上喫煙の防止対策として、

違反者に対する過料を2,000円以下から2万円以下に増額

するため、今後条例の改正をするとともに、周囲の環境に

配慮した公衆喫煙所の整備を進める。」との説明がありま

した。 

さて、条例の改正案についてのパブリック・コメントを

5月14日まで実施しておりましたが、市民からどのような

意見がありましたか。 

今回、路上喫煙や望まない受動喫煙に対する苦情への対

応としての条例の改正ではありますが、喫煙者、非喫煙者

に対してどのように周知徹底されていきますか。 

過料を徴収することが目的でなく、路上喫煙をなくすこ

とが目的であると考えます。そのためには早い段階から、

様々な媒体を通じて市内外へ周知する発信をしていく必

要があります。そして、守ろうと思う取組になることが必

要です。 

過料を増額することで反発する意識を持つ可能性もあ

ります。当局のご所見をお聞かせください。 

また、周囲の環境に配慮した公衆喫煙所を1か所整備す

ることを進めています。適正利用を求めるための公衆喫煙

所への案内が必要になりますが、どのように徹底しますか。 

また、1か所のみの公衆喫煙所に対して、どの程度の効

果が得られると考えていますか。新たに公衆喫煙所を設置

する可能性について、どのようにお考えですか。 
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市として、今後の公衆喫煙所の在り方についてどのよう

にお考え方ですか。当局のご所見をお聞かせください。 

4項目めは環境学習について質問します。 

「本市の可燃系一般廃棄物はエコパークあぼし及び市

川美化センターで処理を行っているが、市川美化センター

は運転開始から30年以上が経過し、施設の老朽化が進んで

いる。今後、本市のごみ処理能力を維持していくためには、

高い環境保全性と安全性を備えつつ、循環型社会の形成に

ふさわしい新たな施設の整備が必要な状況になっている。

新施設の整備に向けて、姫路市新美化センター整備基本計

画検討委員会において、処理方式や概算事業費など整備の

基本的な条件をより具体的に定める姫路市新美化センタ

ー整備基本計画（案）を取りまとめたので、広く市民等か

らの意見を募集する。」と令和7年第1回定例会経済観光委

員会で、農林水産環境局から説明がありました。 

姫路市新美化センター整備基本計画（案）の中で、「環

境教育・学習機能について、施設内に見学者ルートや展示

室等を設け、情報発信や体験の場を提供するなど、環境教

育・学習に必要な設備を検討します。」との記載がありま

したが、どのような環境教育・学習機能を考えていますか。 

姫路市のごみ・環境問題を楽しく学び、体験することが

できる施設として、網干環境楽習センターがあります。 

網干環境楽習センターは、ミニシアターで映像を鑑賞し

た後、ごみ焼却施設や再資源化施設の設備、作業風景を見

学し、見学コース中には楽しみながら学べるミッションゲ

ームが4か所用意され、環境の大切さを学ぶことができる

施設となっております。 

また、ロビーには姫路城下のリサイクルや身の回りの3

Ｒ、環境に優しいエコ住宅などのテーマに沿った展示物が

あり、見て、触れて環境について学ぶことができます。 

私も、先日、改めて説明を受けながら見学させていただ

き、楽しく学ぶひとときを費やすことができました。 

本市のほとんどの小学校が環境学習の一環として施設

見学に来ているとの説明もあり、このような環境について

学ぶ施設の必要性を感じる一方で、少し古さを感じました。 

私は、京都市にある京都市南部クリーンセンター環境学

習施設さすてな京都を見学する機会がありました。 

さすてな京都は、和元年10月にオープンした環境学習施

設であり、開館3か月後には新型コロナウイルス感染症の

影響を受けることになりましたが、令和5年度には来場者

10万人を達成した施設になります。 

網干環境楽習センター同様、ごみ焼却施設などを見学す

ることができますが、それ以上に環境学習への仕掛けに非

常に心を引きつけられました。 

ロビーに入ると、網干環境楽習センター同様にテーマに

沿った展示物がありますが、例えば、京都市の環境の今と

昔を取り上げるコーナーではデジタルインフォメーショ

ンウォールを活用し、パネルを触れることにより当時の様

子を学ぶことができ、早速見学者の気持ちを引きつける仕

掛けとなっておりました。 

部屋を移動すると、体を動かし楽しみながら参加できる

コーナーもありましたが、施設見学に入るとトリックアー

トを用いてごみ収集体験写真を撮影できたり、タブレット

を処理施設にかざすとＶＲにより炉室内部を疑似的に体

験することができるなど、デジタルを含めた現在の技術を

活用し見学者を引き込んでいました。 

また、見学ルート上には企業をはじめとする各種団体と

の環境に関する連携パネルを掲示することも行っており

ました。網干健康増進センターと同様、ごみ処理熱を利用

した足湯のほか、煙突の高さを利用した展望台もありまし

た。 

網干環境楽習センターも環境学習するための十分な施

設ではありますが、これから整備を進める新美化センター

において、今の技術を活用し、改めて来場者を引き込む魅

力ある施設にしてほしいと考えます。当局のご所見をお聞

かせください。 

5項目めは、災害時における受水槽の水の有効活用につ

いて質問します。 

平成7年1月17日に発生した阪神大震災をはじめ、平成23

年3月11日の東日本大震災、令和6年元旦の能登半島地震な

ど、災害はいつ起こるか予測することができません。 

地震に限らず台風やゲリラ豪雨などによって停電が起

こると、私たちのライフラインが閉ざされる事例も災害時

の問題となっています。 

さて、そのような状況下において生活水を確保するため

に、受水槽の水の有効活用についての提案をします。 

姫路市は3階建て以上の建物について、受水槽方式の給

水設備設置が義務づけられております。 

私たちが使用する水道水は配水池などの水道施設から

安全衛生が担保された水になり、送られてきます。3階以

上の建物において、配水された水道水は受水槽に貯水した

後、各家庭の蛇口から吐出する仕組みとなっております。 
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上下水道局では新設または改造する受水槽の設計や竣

工時の検査を担っており、保健所では受水槽有効水量が10

立方メートルを超える簡易専用水道は水道法にて、10立方

メートル以下の小規模貯水槽水道は姫路市給水条例にて、

設置者が実施する保守点検管理の指導を行っております。 

受水槽が設置されている施設にはマンションをはじめ

老人ホームなどの介護事業所や病院などがあり、災害時に

停電や水道管の破裂による断水が起こった際に、事業を継

続するために受水槽内の水を一時的に使用することがで

きないかとの声を仄聞します。 

複数人数の施設利用者全員が避難所へ避難することの

難しさや、立地場所によっては孤立するおそれがあるため、

移動せずその施設を避難所として一時的に運営せざるを

得ないことも想定できます。 

災害時の水の確保について、市として給水車等による水

の配水や、災害における民間事業者との水の供給協定につ

いての説明があるかと想定しますが、能登半島地震の被災

地では配水が困難な地域も発生しました。 

日頃の準備でペットボトル等の備蓄にて飲料水の確保

はできるものの、トイレ問題をはじめとする生活水の確保

まで手が回らず、不安な生活を送ることになります。 

その際に、水量は限りがあるものの受水槽内の水を有効

活用することで、生活水不足という不安を軽減できると考

えます。衛生上の問題がなければ飲料水への活用も可能と

考えます。 

民間施設の受水槽への非常用給水栓の設置をすること

はできませんか。受水槽の保守点検業務において必要とな

る排水栓は設置されていますが、生活水として使用するた

めに衛生を確保された専用の給水栓を設置する必要があ

ります。 

大阪府島本町をはじめ幾つかの自治体にて、受水槽へ非

常用給水栓の設置を推進している自治体があります。島本

町の調査では、災害時の応急給水の受水槽の水を有効活用

できるよう協力依頼をしているとの説明がありました。 

広大な姫路市においてライフラインが閉ざされる事象

も様々で、影響範囲も広くなり、市内全域を見渡す行政の

危機管理、非常時運営も大変厳しい状況に陥ると考えます。 

姫路市において、受水槽の設計に関わる上下水道局、安

全な水の供給へ指導する保健所の理解が必要と考えます

が、いち早く生活水を確保するために受水槽へ非常用給水

栓を設置することを可能とすべきです。当局のご所見をお

聞かせください。 

6項目めは、姫路駅周辺地域エリア防災計画について質

問します。 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、公共交

通機関の停止によって首都圏で多くの帰宅困難者が発生

しました。 

姫路市においても、大規模地震などで公共交通機関が停

止した際に多くの帰宅困難者の発生が想定されるため、令

和6年6月に行政と姫路駅周辺の事業者・団体で構成する姫

路駅周辺地域帰宅困難者対策協議会を設立し、姫路駅周辺

地域における帰宅困難者対策の方針を定めた姫路駅周辺

地域エリア防災計画を本年3月に策定しました。 

大規模地震災害や風水害や雪害、脱線事故等のその他災

害により発生した帰宅困難者等を想定し、各事業所や行政

等による協力体制、帰宅困難者発生後の各局面における関

係機関の対応や連携内容を共有し、地域全体での円滑な帰

宅困難者対策を実施することを目的としておりますが、そ

の計画内容について質問をします。 

姫路駅、姫路城周辺の発災直後の混乱を回避するために

近隣の事業所や学校からの一斉帰宅の抑制を推進するこ

とになっております。近隣の事業所や学校で一時的に待機

することになるため、それぞれの避難行動マニュアルの見

直しを求めていくことも想定できますが、どのように周知

し協力を求めていきますか。市として協力を求めるための

支援をどのように考えますか。 

次に、情報共有・情報提供手段についてどのように考え

ていますか。 

姫路駅、姫路城周辺には国内外からの多くの来訪者がい

ます。市全体の情報、駅及び城周辺の情報を様々な手段を

用いて提供していく必要があります。日本語対応だけでな

く外国語対応もあります。 

先日リニューアルしたひめじ防災Ｗｅｂでは10か国語

まで対応を広げました。デジタルサイネージでの外国語表

記、外国語避難案内ボードの制作、指さし会話ボードの制

作などの対応方法があると考えます。 

また、備蓄物資の確保についてどのように考えています

か。発災直後の一時避難場所、発災3日までの一時滞在施

設、それぞれの場所で一定期間滞在者がいる計画となって

います。滞在への誘導を求めていくのであれば、必要量の

備蓄物資が滞在場所近くに必要量確保していく必要があ

ります。 
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最後に、発災時に本計画の有効性をどのように検証して

いきますか。発災時に近隣の事業所や学校と姫路駅・姫路

城周辺の発災状況が異なる可能性を考えると、情報伝達を

密に行えるのか。来訪者へ滞在の誘導が計画どおり行える

のか。滞在者への物資の提供を不足なく状況に応じて行え

るのか。様々な検証が必要です。それぞれについて当局の

ご所見をお聞かせください。 

7項目めは、姫カツ連携活動への市の対応について質問

します。 

少子化による生徒数や部活動の減少、ニーズの多様化、

学校の働き方改革等、社会情勢の変化により、部活動をこ

れまでの学校単位での体制で運営することが難しくなっ

てきており、中学生の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実

現するための持続可能な活動環境の整備が求められ、姫路

市では令和8年9月から休日は姫カツ、令和10年10月以降を

めどに、平日・休日ともに姫カツを展開していきます。 

姫カツには、学校・地域との連携により、学校部活動を

受け入れた姫カツクラブと、多様なニーズに応じた子ども

たちのスポーツ・文化芸術活動の確保を目指す姫カツ連携 

活動がありますが、「姫カツ連携活動について質問します。 

多様なニーズに応じた子どもたちにスポーツ・文化芸術

活動を支援したいとの相談を受け、教育委員会に姫カツに

ついて説明を求めた際、姫カツクラブと異なり、姫カツ連

携活動は地域や各種団体などの活動団体にその運用を一

任しつつも、姫カツの情報発信として教育委員会が学校や

市民へ広く周知する。」との説明を受けました。それは姫

カツ連携活動を行う上での財源や場所確保について、活動

団体の責任で確保しなければならないとの内容でありま

した。 

姫路市中学生スポーツ・文化芸術活動推進計画に、「姫

カツ連携活動について、体験型活動やレクリエーション活

動、障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に参加できる活

動、他世代との交流による活動等、中学校が多種多様な活

動に参加する機会を確保し、本市におけるスポーツ・文化

芸術活動の振興と普及を目指す」との前向きな活動意義を

説明しておりますが、教育委員会から受けた説明は、その

意義に賛同した人が新たに姫カツに取り組むことを考え

る難しさを知ることとなりました。 

スポーツ・文化芸術活動において、姫カツクラブや既存

の活動団体によって活動場所が占有されていることが多

く、新たな活動場所を確保するためには行政支援を得たい

と思うところであります。 

多種多様な機会を確保するため、参加促進に向けた支援

や取組について、教育委員会の学校施設、観光経済局のス

ポーツ施設、建設局のスポーツ公園や緑地公園などの公園

全般、市民局のサービスセンターや公民館など、新たな活

動場所の確保など庁内連携した取組についてご所見をお

聞かせください。 

8項目めは、姫路城の集客性向上に向けた取組について

質問します。 

令和7年第1回定例会において可決された姫路城縦覧料

徴収条例の一部を改正する条例において、姫路城の縦覧料

が2,500円になるとともに、18歳未満の者の縦覧料が無料

になりました。 

一方、縦覧料の改定に伴い、年間の来城者数は令和5年

度の148万人から120万人程度に減少すると想定している

との説明がありました。 

縦覧料の改定により来城者数が減少すると見込まれて

いますが、集客性向上に向けた新たな対策が必要と考えま

す。市としてどのような対策を考えていますか。 

私は、集客性向上への取組イコール姫路城の価値を伝え

る取組と考えており、価値を伝える手法を提案をするため

に、岐阜県と関ケ原町の取組、関ケ原古戦場グランドデザ

インについて調査しました。 

関ケ原古戦場は、多くの武将が戦に関わった関ケ原の戦

いの戦場になります。関ケ原の戦いについては皆さんもよ

く知っていると思いますので説明はしませんが、現在その

場所は多くの史跡もなく、関ケ原古戦場という場所がある

だけと考えていただければと思います。 

現地調査を行っても、当時、戦で使用した武具や武器な

ども残っておらず、古戦場をアピールする難しさがあると

ともに、関ケ原の戦いのブランド力が生かされていない。

古戦場としての雰囲気やイメージが希薄である。古戦場史

跡の歴史的価値が十分に活用されていない。歴史の真実や

その面白さ、ドラマを伝える工夫に欠ける。一般の観光客

が楽しめる設備や工夫に欠ける、といった関ケ原古戦場の

課題の説明を受けました。 

歴史ファンをターゲットとするリピーターの拡大や、旅

行ファンや教育旅行をターゲットとするマーケットの拡

大を進めるために、「人と大地が織りなす『ものがたり』、

関ケ原」をテーマに、「武将たちのいきざまと出逢う時代

の物語」、「東西が出逢う大地が育んだ大地の物語」を伝え
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るために、岐阜関ケ原古戦場記念館や関ケ原駅前観光交流

館の整備、史跡関ケ原古戦場の再整備、誘導・案内・解説

サインの設置、駅前歩道・説明看板の整備など、町全体で

関ケ原古戦場を盛り上げる取組をしておりました。 

駅を降りて関ケ原古戦場に向かう道中、関ケ原の戦いに

関わった多くの武将の説明や時代の流れを示す多くの看

板が整備されており、武将の姿も様々な分野で活躍してい

るイラストレーターによって描かれておりました。 

岐阜関ケ原古戦場記念館は、広大な史跡関ケ原古戦場を

見渡す前に、当時この場所で何があったのか、時代の物語

と大地の物語を学ぶための記念館であり、デジタル技術を

駆使し、東西陣営のスケールの大きな戦いや大軍団の激突

が展開される大迫力な映像を制作し、来場者に関ケ原の戦

いを体験していただくとともに、階が変わると、関ケ原の

戦いに触れる展示室や戦国体験コーナーがありました。 

展示物においては、関ケ原古戦場には何も残っていない

中、武将が関わる地域から入手したり借用したりするなど

尽力されていました。 

体験や見学した後、記念館最上階に上がると史跡関ケ原

古戦場を360度見渡すことができ、史跡で何が起こってい

るのか実感することができました。 

姫路城においても、まだまだ価値を伝える取組があると

思っております。姫路城を中心とする歴史の物語と大地の

物語を伝えることではないかと考えております。物語を伝

える施設が必要と考えます。 

姫路市も、デジタル技術を活用して物語の制作に取り組

むことはできませんか。物語の登場人物やその声を、戦国

武将の魅力を表現できるイラストレーターや声優にお願

いする工夫があってもよいかと思います。 

価値を伝えることが目的ですので、新施設整備だけでな

く既存施設の活用でもよいと思っております。 

歩いて行くなら、大手前通りに整備する（仮称）観光交

流センターやイーグレひめじ、ループバスを活用するなら

姫路市立美術館、日本城郭研究センター、姫路文学館のス

ペースを用いるなどの実証実験から始めても、価値を伝え

る効果が検証できるのではないかと考えております。 

姫路城の価値を伝える取組について当局のご所見をお

聞かせください。 

9項目めは、学校給食の充実について質問します。 

これまでに、私の個人質問や市民クラブの代表質問で取

り上げた内容もありますが、教育情勢、社会情勢の変化が

ある中、改めて確認すべきと思い質問しております。改め

て前向きな答弁をお願いします。 

1点目は、二次調理の対応についてお尋ねします。 

令和7年第1回定例会での駒田議員による市民クラブ代

表質疑質問における、医療的ケア児への支援としての学校

給食の二次調理の実施についての質問に対して、久保田教

育長から、「二次調理の実施につきましては、全市の小中

学校で一律的な運用を行っていく必要があると認識して

おり、実施に向けて必要な人員体制や、衛生的に調理を行

うための調理場所の確保など、課題解決に向け、関係部署

と連携し検討を進めているところでございます。また、令

和7年度から試行的な実施に向けて、ガイドラインやマニ

ュアルの作成、必要な調理器具の調達や調理方法の研修を

行い、安全な給食を提供するため、調査研究を進めている

ところでございます。」との答弁があり、令和7年度から医

療的ケア児への給食の提供を進めていく状況であること

を理解しつつも、医療的ケア児への安全安心な提供に対し

て、試行的な実施の発言に少し引っかかった答弁だったこ

とを記憶しております。 

令和7年度になり数か月が経過し、学校生活において給

食は日常的に提供されている状況かと思われますが、令和

7年第1回定例会にて答弁された二次調理は、安全な給食を

提供できる状況になったと理解してよろしいですか。 

前回の定例会で答弁されていた、ガイドラインやマニュ

アルの作成、必要な調理器具の調達や調理方法の研修は、

今後全市の小中学校で一律的な運用を進めていくために、

令和7年度実施校へ予算や人・調理器具などの確保、誰が

どこでどのような対応をするのかの一連の流れの明確化、

常時・緊急時の校内体制の確立、調理業務の主体である複

数の民間事業者と直営との統一した対応への共通理解な

ど決めなければならない多くの条件がありますが、安全安

心に提供するための条件整備はどのようになっています

か。当局のご所見をお聞かせください。 

2点目は、栄養教諭の配置についてお尋ねします。 

令和6年第2回定例会にて、適切な給食業務と食育指導に

向けた栄養教諭の配置について質問をし議論を深めまし

たが、令和7年第1回定例会文教・子育て委員会にて、教育

委員会から、姫路市における今後の小中学校の適正規模・

適正配置の基本的な考え方に基づく学校配置の検討が必

要な学校、令和7年3月現在の説明がありました。 

少子化による将来の児童生徒数を、推計データとともに
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小中学校の再編スケジュールが示されておりました。 

小学校においては児童数550名以上の学校に栄養教諭を

配置し、それより児童数が少ない学校では4校に1名の配置

となりますが、再編スケジュールから推測すると、今年度、

令和7年度は550人以上の学校18校への配置含め、29人の栄

養教諭に対し、再編が一定程度進んだとされる令和12年度

は現在の見込みとして550名以上の学校が13校となり、ト

ータルでも25人程度となります。 

食物アレルギーを持つ子どもが増加傾向の中で、栄養教

諭未配置校は、その食物アレルギーを持つ児童への対応や

食育指導に加えて、今後全校展開を予定している医療的ケ

ア児への給食提供対応など、負担はさらに増加していきま

す。 

学校給食センターも対象校の児童生徒数で栄養教諭の

配置人数が決定され、少子化により配置人数は減っており

ます。児童生徒数によって配置基準が決められる栄養教諭

は、教育委員会から説明のあった小中学校の再編でも適正

配置できる状態ではありません。 

小中学校の再編を示す中、将来において安全安心な給

食・食育の推進のために、市費による栄養教諭や栄養士を

配置することが必要と考えます。当局のご所見をお聞かせ

ください。 

3点目は、地産地消の取組についてお尋ねします。 

令和7年4月に健康教育課から保護者へ、食材費の物価高

騰を理由に保護者負担額について連絡がありました。 

食材においても今なお物価高騰が続いており、献立作成

において苦慮されていると想像できます。栄養価を満たす

安価な食材を繰り返し使用するしかない状況もあるので

はないかと考えますが、平成20年に策定し、令和6年3月に

第3次計画として改訂したひめじ食育推進プランに示す学

校給食における地産地消の推進について、どのように対応

していますか。 

19日は食育の日、23日・24日は地産地消の日と語呂合わ

せにて積極的に姫路市産品の活用と消費への関心を持つ

ための取組をするとともに、これまでの学校給食において

は積極的に市産品を使用されてきたと思います。 

ただ、近年、学校給食における市産品の使用率が下がっ

てきていると仄聞します。 

例に挙げると切りがないほどの多くの市産品が給食食

材の候補として存在すると考えますが、現在何種類の市産

品を活用できておりますか。第3次計画では地産地消の促

進を再掲し継続的に推進するとしておりますが、地産地消

の促進を始めた当初に比べ、どのような活用状況ですか。 

今後、ひめじ食育推進プランを進める中で、学校給食に

おいて市産品を何％使用するなどの目標を決めていくこ

とも必要ではないかと考えます。季節物の食材もあり、早

い段階からしっかりと市産品を確保するための予算を確

保していく必要もあると考えます。 

ひめじ食育推進プランに示す「わたしの食育取り組み度

チェック」の中に、「地元産の食材を選ぶようにします」

との項目があります。地産地消の推進を始めた当時、学校

給食で市産品を使用することによって、未来の消費者をつ

くるという思いがあったと仄聞します。 

学校給食を通じて小中学校生活から市産品への関心を

高めるとともに、しっかりとした量を使用することによっ

て生産者も安心感があるのではないかと考えております。 

地産地消は、教育委員会だけでなく農林水産環境局との

連携も必要と考えます。当局のご所見をお聞かせください。 

4点目は、給食調理場への空調設備早期設置についてお

尋ねします。 

令和6年第2回定例会に安全安心な学校給食について質

問させていただいた後、久保田教育長が給食調理場を視察

されたと聞きました。いち早く現場の状況を把握されたこ

とに感謝申し上げます。 

空調設置に対しては、昨年12月に教育委員会から学校給

食センターへの設置を要求され、全ての学校給食センター

へ空調が設置される状況に対して、学校の給食調理場には

9校が設置されるに留まっており、令和7年度中に新たに2

校設置、5校が設置に向けて設計されていると仄聞します。 

令和6年第2回定例会での久保田教育長から、「衛生管理

の面、そして調理員の労働環境改善の面から必要であると

いうことは十分に認識しており、少しでも早く全ての給食

室に設置できるように努力をしてまいります。」との答弁

をいただいております。 

令和7年の夏は全国的に平年より高い気温が予想されて

います。既に5月中旬時点で真夏の暑さになった日もあり

ました。 

労働環境面では全庁で軽装勤務の通年実施を進めてお

りますが、調理されている方は衛生管理を維持しつつの服

装であるため、半袖程度の対応は可能かと思いますが、個

人の裁量でそれ以上の対応には限界があります。 

また、6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職
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場における熱中症対策の強化について示されております。 

温度や湿度を踏まえた、暑さ指数28以上または気温31

度以上の環境で連続1時間以上の作業などの条件に該当す

る職場を対象に、働く従業員を守るために事業者に対して

適切な対処を取ることを義務づけたことを考えると、適正

な職場環境にも力を注いでいかなければなりません。 

給食調理場は熱中症対策を強化すべき職場と考えます。

厳しさが増す状況下で、今後の計画及び早期に設置に向け

た対応についてどのようにお考えですか。当局のご所見を

お聞かせください。 

 10項目めは、これまでの保育士等確保対策の効果及び実

績について質問します。 

令和7年度の主要事業のポイントとして、姫路の未来を

切り開く「ひと」を育む、国内外から選ばれる「まち」を

築く、時代の変化に対応し「しくみ」を変えるを念頭に置

きながら、ＬＩＦＥに関わる4つのメインテーマの実現に

向けて施策を展開していくとの説明がありました。 

「ひと」のポイントにおいて、地域社会の新たな担い手

となる「ひと」を育成・確保していく一取組として、保育

士等確保対策の推進を挙げております。 

これまでの保育士等処遇改善の支援、保育士・保育教諭

の住居借上げ支援、保育士・保育教諭の奨学金返済支援に

加えて、令和7年度から新たに保育士・保育教諭が養育す

る子の保育料支援により、私立保育所、こども園、幼稚園

における保育人材を確保し、質の高い教育や保育サービス

を安定的に提供することを目指しております。 

一方、市はこれまでも多くの保育士等確保対策を進めて、

保育人材の確保と定着を図ってきました。保育士資格を持

ちながらも現在保育現場で働いていない潜在保育士等の

就職を支援する無料職業紹介所、保育士・保育所支援セン

ターの開設や、未来の保育士応援プロジェクトなど進めて

きましたが、どのような事業を行い、どのような実績・効

果を得られましたか。またどのような課題がありましたか。 

また、質の高い教育や保育サービスを安定的に提供する

ための令和7年度事業にはどのような結果を求めていきま

すか。当局のご所見をお聞かせください。 

11項目めは、軽装勤務の通年実施に対する職員の対応及

び市民の反応について質問します。 

姫路市は、令和6年5月1日から通年で軽装勤務を実施す

ることにしました。脱炭素につながる新しい豊かな暮らし

を創る国民運動「デコ活」を推進し、市が率先して地球温

暖化対策に取り組むとともに、節電などの省エネ行動の推

進を図るため、夏期の軽装勤務及び適正空調の取組を実施

してきました。 

令和3年度から環境省がクールビズ及びウォームビズの

実施期間の設定を行わなくなったことなどを踏まえ、日々

の気温、それぞれのワークスタイルや仕事環境等に応じて、

各自の判断による適正で働きやすい柔軟な服装の選択が

できるよう、本市においても、軽装勤務の取組については

令和6年度から期間設定を行わずに通年で実施することと

します、との内容で、環境政策室長、人事課長の連名で職

員へ周知されていました。 

一方、軽装勤務について、ノー上着・ノーネクタイ等の

働きやすい服装で勤務することを推奨する。ただし、公務

員として品位を損なわない節度ある服装とし、ＴＰＯに応

じて適切に服装を選択すること。また、式典や行事等で服

装に関する申し合わせがある場合は、その服装とすること、

との周知事項となっております。 

さて、「軽装勤務の通年実施について」を通知されて以

降、職員の軽装勤務についてどのように評価されています

か。 

ＴＰＯ、時間、場所、場合に応じて適切に服装を選択す

ることとしておりますが、事務職、技術職それぞれにおい

て服装の考え方が異なるかもしれません。 

日常の業務、窓口対応、審議会や協議会への出席など

様々な場面が想定されますが、偏った服装になっていませ

んか。また、式典や行事等で開催者としてどのような指示

を出してきましたか。また、地域、参加者から意見等はあ

りましたか。 

通知後1年が経過し、市が率先して地球温暖化対策に取

り組むことを推進する中で、見直すべき点はありませんで

したか。当局のご所見をお聞かせください。 

12項目めは、市民からの寄贈本の受入れ及びリユースに

ついて質問します。 

「図書館からよく本を借りているが、返却日までに読み

切ることができず、同じ本を購入することがあった。ただ、

一度、多くても二度読むと読み返すこともなく処分の方法

を考えていたとき、テレビ番組を通じて図書館が市民から

の寄贈本を受け入れ、リユースする自治体があることを知

り、市内図書館に姫路市が同様の取組をしているのか問い

合わせをしたが、姫路市としては取り組んでいないとの回

答があったため、非常に残念だった。」との声をいただい



（070612 常盤議員 未定稿） 

  

- 11 - 

 

たことがあります。 

その方は、「少し高額な本であり、もともと図書館が所

蔵している図書のため、古本屋への売却ではなく、図書館

を利用する方の手元に届き、蔵書のように読んでいただき

たいと思っていた。なぜ姫路市では他の自治体と同様の取

組みをしていないのか。」とも言われていました。 

全国的にどのような対応になっているのか、全国の中核

市の状況を調査したところ、寄贈本を受け入れリユースす

る自治体は、少数ではありましたがゼロではありませんで

した。 

受け入れている自治体、受け入れていない自治体双方に

メリット及びデメリットを確認しました。 

受け入れている自治体からは、市民サービスの向上や図

書の有効活用というメリットがある一方、大量の受入れで

なければデメリットは特にないとの回答があり、受け入れ

ていない自治体からは、メリットは特になく、デメリット

として市民が図書と出会う機会を損なっているとの回答

がありました。 

そのような回答を踏まえると、姫路市が寄贈本を受け入

れリユースする取組を行っていないことはメリットはな

いと考えていると推測できます。 

当局は寄贈本を受け入れリユースすることをどのよう

に考えていますか。 

議会図書室に所蔵している、姫路市立城内図書館発行の

姫路市の図書館（年次報告書）を遡って見ました。 

リサイクル事業として、平成30年度頃までは、市内の公

民館、社会教育施設、老人福祉施設、学校などを対象に毎

年度3万冊程度の雑誌、一般図書、児童図書が配布されて

いたようですが、令和元年度には1万冊程度に配布数が減

少し、令和2年度には5,000冊程度に、令和3年度は実施し

ておりませんでした。令和4年度には4,000冊弱、令和5年

度には3,000冊程度と若干数配布していますが、平成30年

度頃までと比べると大幅に減少していることが判明しま

した。 

様々な要因が考えられますが、大幅に減少した理由はど

のようなことが考えられますか。 

図書の更新速度や新規購入量などが要因とするのであ

れば、市民から寄贈本を受け入れリユースすることも市民

サービス向上になるのではないかと考えます。当局のご所

見をお聞かせください。 

13項目めは、臨港道路広畑線における整備の進捗につい

て質問します。 

国道250号など姫路港広畑地区周辺の道路は既に慢性的

な渋滞が発生し、また、今後、港湾を利用する車両の増加

が見込まれることから、広畑地区の岸壁への円滑な陸上輸

送を確保するため、交通機能の強化を進めるために姫路港

広畑地区国際物流ターミナル整備事業を進めております。 

当初の整備スケジュールでは、臨港道路広畑線の2車線

から4車線化への整備は令和7年度中をめどに、臨港道路網

干沖線の整備については令和12年度をめどに進められて

いるとなっておりました。 

整備スケジュールが公表されて以降、臨港道路広畑線で

は、令和4年度、令和5年度には関西電力による電柱の移設、

ＮＴＴによる電信柱の移設が行われ、令和5年度以降は水

道管やガス管の移設が行われています。 

多くの移設対象があることから、臨港道路広畑線4車線

化事業の完了時期が令和8年度になると仄聞しておりまし

た。 

ただ、臨港道路広畑線の現状は姫路市が水道管移設工事

を行っており、令和7年7月末までの工事看板を設置してお

ります。 

公表当初の計画から遅れて事業が進んでいると推測し

ますが、臨港道路広畑線4車線化事業の完了時期はどのよ

うになっていますか。 

また、本道路は4車線化を進めている市道広畑60号線と

接続する道路でもあり、市においても密接に関係している

ことから、本事業と引き続き連携することをお願いします。

当局のご所見をお聞かせください。 

以上で、私の第1問を終わります。 

◯石堂大輔議長 

 清元市長。 

◯清元秀泰市長（登壇） 

常盤議員のご質問中、臨港道路広畑線における整備の進

捗についてお答えいたします。 

臨港道路広畑線の4車線化につきましては兵庫県が所管

する事業であり、現在は、議員ご指摘の水道管の移設や、

道路の地下に埋設してある民間事業者が所有するガス管

の移設が進められております。 

事業の進捗といたしまして、兵庫県からは、昨年度のガ

ス管の移設工事の際に湧水が発生し、湧水処理や移設位置

の再検討に時間を要したことにより、占用物件の移設が令

和8年度に完了した後、速やかに臨港道路広畑線の4車線化
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を進めていく予定であると伺っており、具体的な事業の完

了時期についてはまだ示されておりません。 

議員ご質問の臨港道路広畑線の4車線化事業は、臨海部

における新たな道路ネットワークの整備を目的として、国

が所管し令和12年度の完成を予定している臨港道路網干

沖線整備事業及び本市が施工する市道60号線の4車線化事

業と一体的に、国・県・市が連携して実施しているもので

ございます。 

この道路ネットワークの整備は、播磨臨海地域道路整備

と合わせ、全国屈指のものづくり拠点である本市にとって、

製造業が集積する臨海部での物流強化に留まらず、地域の

稼ぐ力の向上や雇用の創出、所得水準の底上げに加え、渋

滞緩和による市民生活の向上などに寄与することが大い

に期待されるものであり、人口減少社会を迎える中、若者

などを引きつけ、選ばれる「まち」を形成する上でも、必

要不可欠な事業となります。 

加えて、本市臨海部は水素などの次世代エネルギーの供

給拠点をはじめ、カーボンニュートラルポートの形成が期

待されるエリアとなっており、カーボンニュートラルを推

進する観点からも非常に重要な事業となります。 

このため、臨港道路広畑線をはじめ、これらの事業が遅

滞なく進められ、事業に期待される効果が十分発揮される

よう、引き続き国や兵庫県と綿密に連携を図り、取り組ん

でまいります。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 井上副市長。   

◯井上泰利副市長（登壇） 

 私からは、2項目めの1点目、メタバース市役所の導入に

ついてお答えいたします。 

 市民及び事業者の皆様の利便性向上と地域課題の解決、

行政事務の効率化につなげていくため、日々進化する様々

な先進技術を行政運営に効果的に取り入れる、デジタルト

ランスフォーメーション（ＤＸ）の取組が全国的に展開さ

れております。 

議員ご指摘のメタバースもそのＤＸ技術の1つとして、

利活用事例は、まず、文化・観光・産業など地方創生の分

野に始まり、現在、様々な分野への導入が進んでおります。 

 加えて、アバターを利用することにより、匿名での相談

が可能となることで心理的なハードルが下がり、市民の皆

様がより気軽に行政サービスをご利用いただけるものと

期待されております。 

 一方で、メタバースの利用に当たっては、利用者側にお

いても高性能な端末や高速なインターネット回線が必要

とされているほか、デジタルが苦手な方にとっては操作が

複雑で使いにくいといった懸念もあります。 

 現在、本市では、市民の皆様の利便性向上と業務の効率

化を図るため、市民の皆様に直接関わる行政窓口において、

窓口予約、リモート相談、オンライン申請などのフロント

ヤード改革を推進しております。 

 本市におきましても、第2期官民データ活用推進計画に

基づき、姫路版スマート都市の実現を目指して、メタバー

スをはじめとしたＤＸ技術を市民の皆様の暮らしの中に

導入していくため、これまでに、ひめっこ手帳をはじめと

した子育て支援のアプリを導入したほか、令和6年度には

児童生徒向けのメタバース型学習プラットフォームの運

用を開始したところでございます。 

 メタバースは、コンピューターやコンピュータネットワ

ークの中に構築された、現実世界とは異なる3次元の仮想

空間やそのサービスであり、議員ご指摘のとおり物理的な

距離に関係なく利用できるため、来庁が困難な方や遠方に

お住まいの方も含め、世界中のどこからでもアクセスが可

能となる大きなメリットがございます。 

 メタバース市役所につきましても、学習プラットフォー

ムの導入効果を検証するとともに、他都市の導入事例を参

考にしつつ、このフロントヤード改革の中でも有効なツー

ルの1つとして導入を検討してまいります。 

 まずは、メタバース環境に親和性の高い行政窓口の選定

や、姫路市ＬＩＮＥ公式アカウントとの連携の可能性の検

討と合わせ、利用者が高性能な端末や高速なインターネッ

ト環境がなくてもメタバースを利用でき、操作しやすいシ

ステムの検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 山田副市長。 

◯山田基靖副市長（登壇） 

 議員ご質問中、私からは、8項目めの姫路城の集客性向

上に向けた取組についてお答えいたします。 

 まず、観光客減少に対する集客対策についてでございま

すが、議員ご指摘のとおり、短期的な見通しとしては、縦

覧料値上げによる姫路城の来城者数の総数は減少が見込

まれるものの、神戸空港への国際チャーター便の新規就航
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の追い風もあり、年々増加する本市への訪日外国人観光客

数は、今後一層の伸び代が期待できると考えております。 

とりわけ、神戸空港へチャーター便が新たに就航した台

湾や韓国の市場を戦略的に取り込むことが肝要との観点

から、一例を申し上げれば、先般台湾の台北駅や台中駅に

おけるプロモーションを、姫路観光コンベンションビュー

ローとともに連携しながら実施しました。 

今後一層現地での積極的なプロモーションを展開する

など、本市への誘客を図ってまいりたいと考えております。 

 加えて、インバウンド客に対し地域が連携して魅力的な

ルートを提供することも本市を選んでもらう上で重要な

視点であり、この点、西のゴールデンルートアライアンス

のメンバーとして、西日本・九州の自治体やＤＭＯと連携

し、広域的な周遊ルートづくりに引き続き取り組んでまい

ります。 

 さらに、本市に訪れる観光客への利便性向上も不断に取

り組むべき論点であり、令和8年3月の縦覧料の改定に合わ

せ、姫路城と城周辺施設を一体として捉えてデジタルチケ

ットを包括的に導入する方向で調整を進めております。城

周辺エリアへの誘客と回遊性の向上を図り、滞在時間の延

長と観光消費額の増加につなげてまいります。 

 また、城観光の満足度を向上させるためにも、地域に精

通し、魅力的な案内ができるガイドを提供することの重要

性は論を俟ちません。この点、姫路観光コンベンションビ

ューローと連携の上、ガイドの育成にもより一層力を入れ、

ガイドとお城のチケットを組み合わせた商品を販売する

ことで、観光客の満足度を高める取組を行ってまいります。 

 上述したような取組を重層的に展開しつつ、姉妹城提携

を締結した相手国・地域との様々な分野での交流や国際会

議の誘致・開催を通じて、本市の魅力を広く世界に広報し、

世界から選ばれるまち・姫路を目指してまいります。 

 次に、姫路城の価値を伝える取組でございますが、議員

お示しの岐阜関ケ原古戦場記念館などで導入されており

ますデジタル展示は、限られたスペースでも地域の歴史や

文化を効果的に発信できる有効な手法であると認識して

おります。これにより、コストを抑えつつも、新たな歴史

体験の場を創出することが可能であると考えております。 

 そのため、姫路城の美しさや歴史的価値をデジタル技術

によりリアルに再現し、来館者の皆様に没入感のある体験

を提供するＶＲ映像の制作を予定しております。完成後は、

ヤマトヤシキ姫路店の跡地に開設を予定している（仮称）

観光交流センターをはじめ、他の観光施設等への展開も視

野に入れ、検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 山本政策局長。 

◯山本 聡政策局長（登壇） 

 私からは、1項目め1点目及び3点目のアについてお答え

いたします。 

 まず、1点目のうち、市の発行物以外のブランドメッセ

ージの発信方法についてでございますが、現在、市の発行

物に加え、市役所庁舎内及び市内商業施設におけるデジタ

ルサイネージを活用した情報発信や、市内を対象としたウ

ェブ広告を実施しております。 

 特にウェブ広告の効果は顕著で、ブランドメッセージを

紹介するホームページへのアクセス数は、広告・配信後、

大きく伸びております。このことから、今後、市外に向け

ても同様の手法による情報発信を実施する予定でござい

ます。 

 次に、ブランドメッセージから感じ取っていただきたい

都市イメージについてでございますが、ブランドメッセー

ジとロゴの作成過程におきまして、市民参加型のワークシ

ョップを開催いたしました。 

 ワークショップでは、参加者から、「歴史と文化に恵ま

れている」、「交通や買物の利便性がよい」、「食文化が豊か」

など、本市は何でも揃っていて多彩な魅力があるとの意見

が多く聞かれました。 

 ブランドメッセージとロゴをご覧になられた方には、本

市が「多様なニーズに対応でき、にぎわいと魅力にあふれ、

生き生きと暮らせるまち」であることを感じ取っていただ

きたいと考えております。 

次に、ブランドメッセージを伝えたいターゲット層と、

その層を対象とした事業についてでございますが、ブラン

ドメッセージとロゴを通して、全ての世代に本市の魅力を

知っていただきたく取り組んでおりますが、20代、30代の

転出超過が続いていることから、特に、若い世代の方々に

は知っていただきたいと考えております。 

今年度も姫路の未来を切り拓く「ひと」を育む施策とし

て、出会いから結婚、妊娠・出産期の支援、子育て・教育

環境の整備など、若い世代に向けた施策を重点的に取り組

んでいるところでございます。 

次に、ブランドメッセージの決定を受けての庁内連携と、
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新たな事業展開についてでございますが、ワークショップ

の参加者から多く寄せられた「何でも揃っているまち」、

「多彩な魅力があるまち」という本市の都市イメージを維

持し、さらに磨きをかけられるよう、引き続き庁内が連携

し、子育て・教育環境の充実、企業誘致による雇用創出な

ど本市の多彩な魅力を高める施策を展開するとともに、ブ

ランドメッセージとロゴを旗印として、その多彩な魅力を

積極的にＰＲしてまいりたいと考えております。 

次に、3点目のア、グリーンファミリー制度に期待する

効果、実績、見込みについてでございますが、グリーンフ

ァミリー制度は、人口減少・少子高齢化の進行が顕著であ

る郊外部の地域力の維持、向上を図り、本市の均衡ある発

展に寄与することを目的とした取組でございます。 

 特に若い世代の方々の移住・定住を促進し、その方々が

地域に溶け込んで生活を営むことでその地域が活性化し、

また、その活力が新たな移住者を呼び込むことにつながる

といった好循環を期待しております。 

令和6年度の移住支援金の支給実績につきましては、支

給世帯数が9件、移住者数35人にとどまっております。 

しかし、移住相談の件数は年々増加しており、今年度に

つきましても昨年度を超えるペースで相談を受けている

ことから、移住支援金の支給実績につきましても今年度は

昨年度を上回るものと見込んでおります。 

今後も市ホームページやウェブ広告、広報紙等の媒体、

東京や大阪で開催される移住フェアでのＰＲなどを通し

て、グリーンファミリー制度や本市郊外部の魅力等を、よ

り広く、より効果的に周知できるように努めてまいります。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

大前観光経済局長。 

◯大前 晋観光経済局長（登壇） 

私からは、1項目めの2点目、労働力確保への支援につい

てお答えいたします。 

まず、ア、労働環境改善への支援についてでございます

が、ハローワーク姫路管内の令和7年4月の有効求人倍率は

1.40と、依然として高い状況が続いております。 

このような中、企業、とりわけ中小企業が人材の確保に

苦慮されていることは認識しており、労働環境の改善は企

業の魅力向上のために重要であると考えております。 

そのため、本市でも今年度から、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に積極的に取り組む市内の中小企業者を対象

に、女性や高齢者等の職域拡大や職場におけるコミュニケ

ーションの活性化を目的として、女性専用トイレや託児ス

ペース、休憩室の新設などの職場環境整備を実施する際の

経費の一部を助成する制度を新設したところでございま

す。 

この制度は、兵庫県の多様な働き方推進支援事業補助金

の中の職場環境整備型の上乗せ補助であり、県とも連携し

ながら、まずは積極的に本制度の周知を図り、利用事業者

の拡大に努め、職場環境の整備への支援を進めてまいりた

いと考えております。 

次に、イ、従業員が生活する住まいを確保するために企

業を支援することについてでございますが、今月、厚生労

働省が発表した2024年の人口動態統計によると、1年間の

出生数が初めて70万人を下回りました。人口減少が加速す

る中で、若い世代の本市での雇用を促進し、市内企業の人

材確保につなげることは大変重要であると考えておりま

す。 

一方で、厚生労働省が民間事業所約6,400社を対象に行

った令和2年就労条件総合調査によると、令和元年11月に

住宅手当などを支給した企業の割合は47.2％、平均支給額

は1万7,800円となっており、半分以上の企業に住宅手当が

ないという現状がございます。 

企業の人材確保には、職場環境の整備や福利厚生の充実

などの企業の魅力向上のほか、女性や高齢者等の多様な人

材の活躍など様々な取組が必要であることから、従業員の

住まい確保への支援も含め、どのような施策が効果的かを

研究・検討するとともに、既存の支援制度のさらなる周

知・活用にも取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

近藤都市局長。 

◯近藤 亨都市局長（登壇） 

私からは、1項目めの3点目、イからエについてお答えし

ます。 

まず、イの郊外部への移り住みの手法についてでござい

ますが、地域ごとの核は、総合計画における地域交流拠点

や地域内拠点、鉄道駅周辺やバス停周辺などの地域内の拠

点を想定しております。 

市街地においては、持続可能なコンパクトなまちづくり

を促進するため、立地適正化計画に居住を誘導すべき区域

を定めるとともに、鉄道駅周辺において土地区画整理事業
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や駅前広場、駐輪場などの整備を行うなど、地域内の拠点

を中心とした地域への緩やかな移り住みを図っておりま

す。 

郊外部では、地区計画や特別指定区域制度などの都市計

画手法を用いて地域の実情に合わせた土地利用を推進す

るとともに、駅前広場などの鉄道駅周辺の整備やコミュニ

ティバス等の地域公共交通施策により交通の利便性を向

上させることによって、地域内の拠点における住みよい環

境の創出に努めるとともに、現行制度の拡充や新たな手法

について検討してまいります。 

次に、ウの定住に向けた土地確保の支援についてでござ

いますが、本市では老朽空き家に対する解体補助金制度を

導入しており、郊外部においても、グリーンファミリー制

度の開始に合わせて空き家の建て替えに対する解体費用

の補助を開始しておりますが、あくまで一定程度老朽化が

進んでいるものが対象となっております。 

議員お示しの、郊外部で新たな生活を検討する世帯に対

する老朽化していない住宅の建て替えのための解体費用

の支援につきましては、安全安心の観点から老朽空き家へ

の補助を優先するとともに、空き家の利活用や移住・定住

の促進を考慮しつつ、既存の補助制度との整合性や導入時

期を見極めながら総合的に判断してまいりたいと考えて

おります。 

次に、エの生活を支える商業施設の確保に向けた支援に

ついてでございますが、議員お示しのとおり、商業施設の

進出は収益性などを踏まえて民間事業者が決定していく

ものと認識しております。 

市民の生活を支える商業施設の誘導施策としては、鉄道

駅周辺の整備や都市計画手法を活用し、民間が進出しやす

い環境を創出することで、間接的に民間施設の立地を促す

とともに、庁内で連携し、インターネットによる販売や移

動販売等の民間事業者の取組状況を見据えつつ、コミュニ

ティバスによるお買い物便の運行などの地域公共交通対

策についても検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 小林市民局長。 

◯小林秀祐市民局長（登壇） 

私からは、2項目めの2点目についてお答えいたします。 

担い手不足や自治会加入率の低下といった様々な課題

が顕在化する中、持続可能な自治会運営のためには、自治

会活動における負担の軽減が必要であると強く感じてお

ります。 

議員お示しの自治会のデジタル化、特に電子回覧板の導

入は負担軽減に有効な手段の1つであると認識しており、

伝達スピードの向上や情報の蓄積にも役立つことから、効

率的な自治会運営にも資するものと考えております。 

一方で、紙による回覧につきましてはデジタル機器の操

作に不慣れな方への配慮であるとともに、家から家へ回す

という行為自体が、住民相互の見守りや地域コミュニティ

の形成に寄与している側面もあると認識しております。 

行政が主体となる電子回覧板の導入につきましては、電

子と紙、それぞれの特性を踏まえた上で、他都市の取組も

参考にしながら、地域活動の負担軽減につながるよう導入

に向けて前向きに検討を進めてまいります。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 三宅農林水産環境局長。 

◯三宅和宏農林水産環境局長（登壇） 

私からは、3項目め及び4項目めについてお答えいたしま

す。 

まず、3項目めの路上喫煙防止対策についてでございま

すが、姫路のまちを美しく安全で快適にする条例の一部を

改正する条例案に関するパブリック・コメントの募集結果

につきましては、64通、95件の意見提出がございました。 

お寄せいただいた意見を整理する中で、路上喫煙に対する

市民の関心の高さを感じております。 

意見の内容を分類しますと、まず、過料の引上げにつき

ましては条例改正に賛同する肯定的な意見が多く、そのほ

か路上喫煙禁止を徹底するために喫煙所の整備を進める

べきとの意見が多数あったほか、啓発の強化、喫煙マナー

の向上や喫煙禁止区域の拡大を求める意見がございまし

た。結果の詳細は、準備が整い次第、ホームページ上で個

別の意見を公開いたします。 

 次に、改正内容の周知につきましては、広報ひめじをは

じめとした広報媒体を活用するほか、外国人を含めた観光

客に向けては、路上喫煙禁止区域及び過料の徴収について、

多言語に対応した視認性に工夫を凝らした啓発看板やポ

スターの掲示を進めてまいります。 

また、路上喫煙禁止やたばこのポイ捨て禁止と併せて、

非喫煙者の受動喫煙防止の観点から、保健所とも連携しな

がら、商店街連合会や自治会などに、幅広く喫煙に関する
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啓発看板やポスターの設置の協力を求めてまいります。 

 公衆喫煙所につきましては、吸い殻ごみが多い場所周辺

に周囲の環境に配慮した密閉型のものを設置することと

しており、設置場所へ誘導するための案内につきましては、

市ホームページやＪＴの喫煙所マップ等で周知を図りた

いと考えております。 

 最後に、公衆喫煙所の今後の在り方についてでございま

すが、まずは、今回設置予定の公衆喫煙所の利用状況や路

上喫煙者の推移などを見極め、その効果を確認したいと考

えております。 

今後も喫煙者、非喫煙者双方の理解を得られるように環

境整備を進めるとともに、路上喫煙禁止の徹底を図り、よ

り一層姫路のまちを美しく快適にするよう努めてまいり

ます。 

次に、4項目めの環境学習についてでございますが、本

市の一般廃棄物処理施設の1つでありますエコパークあぼ

しは、ごみ処理焼却施設だけでなく再資源化施設を備えて

おり、併設する網干環境楽習センターはごみ処理やリサイ

クル現場の見学、ごみ減量・リサイクル推進などについて

楽しく学ぶことができる総合的な環境教育・学習機能を有

する施設として、年間約7,000人の見学者が訪れておりま

す。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、網干環境楽習セン

ターは竣工から15年が経過しており、展示内容の手入れは

適宜行っているものの、展示施設の更新についての検討も

必要と認識しております。 

一方、令和14年度の供用開始を目標として事業を進めて

おります新美化センターは、市川美化センターの後継施設

として位置づけて、可燃ごみの処理を行う施設として計画

しており、環境教育・学習機能については、エコパークあ

ぼしとは異なるごみ処理方式や最新技術によるエネルギ

ー回収・環境対応に関するプラント設備などの学習や、ご

み分別・ごみ減量の意識向上につながる機能などの導入を

検討することとしております。 

 また、新美化センター建設予定地は市街地に近く、下水

処理施設が隣接するなど、立地的に見学行程を考えやすい

といった利点もあることから、見学者にとって学習の選択

肢が広がるような魅力ある環境教育・学習機能を備える施

設として整備してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

村田危機管理担当理事。 

◯村田 泉危機管理担当理事（登壇） 

 私からは、5項目め、6項目めについてお答えいたします。 

まず、5項目めについてでございますが、本市における

災害時の応急給水体制といたしましては、浄水場や配水池

からの運搬給水のほか、飲料水兼用耐震性貯水槽を使用し

た拠点給水の活用や備蓄品などにより対応することとし

ております。 

また、市民の皆様に対し、最低でも3日間、可能な限り1

週間分の食料、飲料水及び生活必需品を備蓄するよう、

様々な機会を通して周知啓発を図っております。 

議員ご提案の受水槽を設置されているマンションや介

護事業所等の施設管理者が、災害により発生した断水時に、

給水車等から水が供給されるまでの間、受水槽の水を応急

的に活用することは、災害時の自助の取組として大変有効

な手段の1つであると考えます。 

一方では、非常用給水栓を取り付けることにより、維持

管理上、非常時以外での使用を防止するための措置や使用

水量の把握など幾つかの課題があると考えております。 

また、発災後の受水槽の状態が確認できないため、飲料

水としての水質確認を行う必要もあります。 

しかしながら、災害時において受水槽の水を応急的に、

例えば、トイレや洗濯などに使用する生活用水として活用

することは大変有意義なものと考えておりますので、関係

部局と連携し速やかに課題整理を行い、具体的な検討を進

めてまいります。 

 次に、6項目めについてでございます。 

 本市では、令和7年3月に策定した姫路駅周辺地域エリア

防災計画の取組方針に基づき、姫路駅周辺地域帰宅困難者

対策協議会で、引き続き協議を行いながら対策を進めてお

ります。 

まず、発災時の一斉帰宅抑制に向けた周知方法と支援に

ついてでございますが、大規模地震等の発生時においては、

人命救助等の応急活動が最優先となるため、むやみに移動

を開始しないという一斉帰宅抑制の基本原則を徹底する

ことが不可欠です。 

そのため、本計画とともに市ホームページに内閣府の啓

発パンフレットを掲載したほか、広報ひめじや経済団体の

情報誌等へ掲載依頼を行うとともに、姫路駅周辺の事業所

や高等学校にパンフレットを配布するなど様々なツール

により周知啓発を行い、市民の皆様や事業所等に対し協力
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を求めてまいります。 

また、ホームページに新たに事業所向けの情報コーナー

を設け、国のガイドラインを分かりやすく掲載し、施設内

待機や帰宅ルールづくりの参考となるよう情報提供を行

うほか、随時の相談対応や研修会の開催など、事業所等の

取組を支援してまいります。 

次に、発災時の情報提供手段についてでございますが、

10か国語に対応したひめじ防災Ｗｅｂへの掲載をはじめ、

姫路駅周辺の防災行政無線を活用し、日本語、英語、中国

語、韓国語の4か国語で避難情報等の放送を必要に応じて

行うほか、外国人向けの災害情報提供アプリＳａｆｅｔｙ  

ｔｉｐｓや、多言語により情報提供を行う全国避難所ガイ

ドにより、速やかに、一時退避場所の案内や一時滞在施設

の開設情報などを提供してまいります。 

また、本協議会の構成員でもある西日本旅客鉄道株式会

社では、姫路駅中央コンコースに設置されているデジタル

サイネージでの外国語表示や多言語拡声器による情報提

供を行うこととしており、今後、外国語避難案内ボード等

も作成し、外国人に対しても適切な情報提供に努めてまい

ります。 

次に、帰宅困難者用の備蓄物資の確保についてでござい

ますが、市備蓄計画にも位置づけ、帰宅困難来訪者推計数

の3日分の物資を確保してまいります。 

また、備蓄物資の配備場所につきましては、まずは文化

コンベンションセンターやＪＲ姫路駅の倉庫から配備し

てまいります。 

最後に、本計画の有効性に関する検証についてでござい

ますが、本協議会では定期的な訓練などを実施し、発災時

に速やかに対応できる体制整備に努めることとしており、

一時滞在施設や一時退避場所、帰宅困難者対策本部の各種

運営マニュアルも含め継続的に検証を行い、本計画の実効

性を確保してまいります。 

 以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 久保田教育長。 

◯久保田智子教育長（登壇） 

私からは、7項目め、9項目め及び12項目めについてお答

えいたします。 

7項目めの姫カツ連携活動への市の対応についてでござ

いますが、姫カツ連携活動への参加促進に向けた取組につ

きましては、今年度は先行的に関係部局と連携し、公民館

講座に対して中学生の受入れ意向調査を行った結果、受入

れ可能と回答があった142講座について、講座の内容や活

動日時等に関する案内を市内の中学生に対して行ってお

ります。 

今後は、スポーツクラブ21の加盟団体やボランティア活

動団体に対しても同様の取組を行い、姫カツ連携活動への

参加をさらに促進していく予定でございます。 

次に、活動場所の確保につきまして、令和8年1月からの

姫カツ連携活動の登録団体募集に向けて、学校施設をはじ

めとする公共施設の利活用に関するルールづくり等につ

いて、関係部局と連携して取り組んでまいります。 

また、参加者募集のために効果的な周知を行うとともに

必要な支援についても検討し、中学生がスポーツや文化芸

術活動に親しめる環境づくりに努めてまいります。 

 次に、9項目めの1点目、二次調理の対応についてでござ

いますが、学校給食における二次調理の実施につきまして

は、申し出があった児童に対し本年4月から運用を開始し

ており、安全な給食を提供できております。 

実施に際しまして、全市の小中学校で一律的な運用を進

めるため実施要件や実施方法を定めた要綱及びマニュア

ルを策定したほか、当該校においては、調理器具の調達や

調理従事者に対し研修も行いました。 

二次調理を必要とする児童等の個々の状態に応じた対

応が必要ではありますが、基本的な条件整備は整えており

ます。今後、新たな申し出があれば、関係機関と十分な調

整を図り実施してまいります。 

次に、2項目めの栄養教諭の配置についてでございます

が、栄養教諭の人員配置につきましては、公立義務教育諸

学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律に基

づいて配置しております。 

まずは、県費による栄養教諭の配置が基本であり、市費

による配置は難しいと考えております。定数配置の拡充に

向けては、引き続き県や国に要望してまいります。 

次に、3点目、地産地消の取組についてでございますが、

学校給食における地産地消は食育の観点からも重要だと

認識しております。給食の食材は市内産・県内産のものを

優先して使用しており、毎月19日の食育の日では郷土料理

などの和食や地場産物を使う等、工夫した献立を取り入れ

ております。 

令和6年度は、姫路市産の米のほか、タケノコ、レンコ

ン、葉物野菜など14品目を活用いたしました。 
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その一方で、議員お示しのとおり、学校給食における地

元食材の使用率は低下しております。 

学校給食では安定的に一定量の食材を確保する必要が

ありますが、地元食材は近年、市場での流通量が少なく、

一定量を確保することは難しくなってきております。 

今後、農林水産環境局と連携し、地元食材の安定的な生

産と学校給食における地元食材の使用率の向上に努めて

まいります。 

次に、4点目、給食調理場への空調設備早期設置につい

てでございますが、少しでも早く、全ての給食調理場に空

調が整備できるよう、引き続き努力をしているところでご

ざいます。 

具体的には、従来からの長寿命化改修工事等大きな工事

と合わせての整備に加えまして、今後は空調設備単独での

整備を複数校まとめて実施するという計画もしておりま

す。 

 次に、12項目め、市民からの寄贈本の受入れ及びリユー

スについてでございますが、図書館では寄贈の申し出があ

る図書のうち、市民の生活や文化を理解する上で不可欠な

郷土資料については積極的に受け入れております。 

 一方、リユースを前提とした寄贈本の受入れは現在行っ

ておりませんが、他都市の状況も参考に、このような取組

を導入することの検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、図書のリサイクル事業において、平成30年度頃ま

でと比べ、近年、配布冊数が大幅に減少している理由につ

きましては、除籍された図書のうち劣化が激しいものや情

報が古いものを除いてリサイクルするよう、令和元年度か

ら運用を変更したことや、令和2年度から公平性の観点か

ら市民への配布をやめ、配布先を公共施設などに限定した

ことにより、リサイクル事業に供される図書が大幅に減少

したものでございます。 

なお、新規図書の購入数につきましては、やや減少傾向

ではありますが、図書を除籍する期間は平成30年度以降、

特に変化はないため、リサイクルに供する図書数の減少に

は大きな影響はございません。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

松本こども未来局長。 

◯松本 浩こども未来局長（登壇） 

私からは10項目めについてお答えいたします。 

平成29年6月に開設いたしました保育士・保育所支援セ

ンターでは、潜在保育士等の就職を支援するため、保育士

等就労支援コーディネーターが2名体制で相談業務に当た

っております。 

保育の仕事を探している求職者と、保育人材を求めてい

る市内の私立認可保育所・認定こども園事業者とのマッチ

ングや就職支援を行っているほか、潜在保育士や保育士を

目指す方、現役保育士などへの相談支援、事業所への求人

方法に関する助言指導など、幅広く相談に応じております。 

また、未来の保育士応援プロジェクトとして、将来の保

育士を育成するため、中高生などを対象とする出前講座や、

中高生と保育士養成校・認定こども園等との交流事業など

を実施しているところでございます。 

これらの事業の実績・効果といたしましては、保育士・

保育所支援センターによる就職あっせんにより、令和6年

度には201人の求人に対し69人が新規に求職登録し、35人

が就職に至りました。令和6年度末までに、261人が私立保

育所等に就職をしております。 

また、未来の保育士応援プロジェクトにつきましては、

出前講座として令和6年度に市内6校を訪問し、延べ497名

の学生・生徒を対象に保育の魅力や楽しさを伝えました。   

そのほか、11月に「未来の宝石をみがくお仕事～ほいく

ｄｅみらい～」と題して交流事業を行い、約60名の中高生

と保護者に参加していただきました。 

保育人材確保対策により市内私立保育所等に勤務する

常勤の保育士数は年々増加しており、平成31年には165人

であった待機児童が令和7年4月時点では16人に減少し、そ

のうち保育士不足が原因である待機児童数についても43

人から3人に減少するなど、一定の効果は表れていると考

えております。 

一方で、課題といたしましては、これらの事業をきっか

けにして保育の仕事に関心を持った子どもたちに、将来、

保育士を職業として選択していただけるよう、また実際に

保育士となった方々が仕事に誇りを持って働き続けるこ

とができるよう、保護者や学校関係者をはじめ多くの方々

に、保育士という仕事の魅力ややりがいをより丁寧に伝え

ていくことが重要であると考えております。 

今後も、令和7年度に新たに実施いたします保育士等保

育料支援事業など、保育人材確保対策にかかる一連の事業

を推進し、1人でも多くの保育人材を確保することで待機

児童の解消に努めるほか、より行き届いたサービスの提供
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につなげてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 平田総務局長。 

◯平田貴洋総務局長（登壇） 

私からは、11項目めについて、お答えいたします。 

軽装勤務の通年実施につきましては、市が率先して地球

温暖化対策や省エネ推進を図るとともに、市民サービス、

公務能率及び職員のモチベーション向上につなげるため、

昨年5月1日から実施しております。 

現在、事務職、技術職など、異なる職種、業務内容にお

いても軽装勤務を基本としつつ、窓口対応や現場対応など

様々な執務環境に応じて柔軟に対応しております。 

 また、市が開催者として式典や行事等を行う際には、当

該式典等の趣旨や目的などに鑑み、必要に応じて上着やネ

クタイの着用などをお願いしております。 

評価につきましては、通年の軽装勤務を開始し1年が経

過したところでございますが、全庁的にも軽装勤務が浸透

し、公務能率の向上や職員のワーク・ライフ・バランスの

促進にも貢献しているものと考えております。 

軽装勤務について、現在のところ市民や行事等の参加者

などから特段意見があったとは聞いておりませんが、今後

も軽装勤務の目的が形骸化しないよう、課題があれば適宜

対応し、引き続き取り組んでまいります。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 5番 常盤真功議員。 

◯常盤真功議員 

それぞれご丁寧なご答弁ありがとうございました。 

2問させていただきます。 

まず、魅力あるまちづくりについてというところなんで

すけれども、3局長ほどお答えいただいてるんですけれど

も、たぶん、私が今から質問することは、政策局長になる

かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

ブランドメッセージなんですけれども、ご説明いただい

た内容とかこれまでの背景からいくと、たぶん、市内に住

んでる人が、姫路のよさを発信するためのメッセージのた

めのベースになるのかなっていうふうに思うんですけれ

ども、私自身このメッセージを聞いたときに、実は、初め

て姫路に住んだ人が、やっぱり姫路に住んでみるといいよ

なあとか、その住まなければ姫路のよさは分からないよね

っていう、その、今まで住んできた人が発信するだけじゃ

なくて、新たに住む人もそういう発信をしてもらえるため

のメッセージになるんではないかなというふうに考えて、

先ほど働くことへの支援とか、住むことへの支援というこ

とにつなげた質問をさせてもらったんです。 

そういった中で、やっぱり先ほど、20代、30代の転出が

多いっていう中でも、その働く場所が多くある中で、逆に

20代、30代の転入もあるのではないかなと考えたときに、

住みやすくなる支援、働きやすくなる支援に向けた取組っ

ていうことを考えて、いろいろできないかなというふうに

思っておりますので、市長が以前から、このブランドメッ

セージが出る前から住みたい、住み続けたいまち姫路って

いうことの住みたいっていうとこにもつながっていくん

ではないかなっていうふうに思う中で、姫路の今のよさに

合わせて新たに姫路に住むことへの支援ということを考

えて、ブランドメッセージにふさわしいまちづくりを総合

的に考えていくっていうのもありなのではないかなとい

うふうに思っておりますので、少しその点についてお聞か

せいただければなというふうに思います。 

路上喫煙防止対策のところにつきましてですけど、ここ

は姫路のまちを美しく安全で快適にする条例っていうと

ころがありましたけども、そういった中で、どういうふう

なところで、過料を増額するとともに、吸える場所を設置

するという、うまくバランスを取っていかなきゃいけない

ってのがこれからのことだと思うんですけども。 

その中で、私自身ちょっと言葉をつくるのであれば、誰

もが屋外で活動を楽しむことができる、そんなまちづくり

につながっていくことの1つの手法として、こういったと

ころ、そこについては、もちろん市民もありますし、仕事

で来られる方、また観光で来られる方、様々あると思いま

すので、改めてその、どういう方向性が正しいのかっての

は、これから進めていく上で見えてくると思うんですけど

も、それに所管する局長として、その意気込みっていうか

思いをもう一度教えていただければなというふうに思い

ます。 

すいません。姫カツ連携のところになります。 

私自身、もともと姫カツへ移行するところで、ここにい

る皆さん、どれぐらいスポーツにたけてるか分からないん

ですけど、特にスポーツにも芸術にも長けてる人間ではな

い側としては、正直、勝負にこだわるスポーツとか文化芸

術活動ってなってくると、こういう移行になっていくと参



（070612 常盤議員 未定稿） 

  

- 20 - 

 

加しない生徒が増えてくるんではないかなっていうふう

に思っている中で、教育委員会が作成したその姫路市中学

生スポーツ・文化芸術活動推進計画で示す活動意義、その

中にあるその姫カツ連携の活動意義って、すごい誰もが一

緒に参加しやすい内容だなっていうふうに思っておりま

した。 

だから、これが本当に様々な、まだまだ課題が出てくる

んだろうと思うんですけれども、この意義に沿った活動が

できることを非常に楽しみにしているというか、いろんな

方が本当に参加できるんだろうということで、令和8年1

月に募集をかけていくように、今、随時取り組んでいると

いうふうにお聞きしておりますけれども、ぜひ、今、現時

点、動けてる団体だけでなくて、本当にこれから動こうと

してる団体もきちんと入りやすい環境づくりっていうと

ころに向けても、きちんとご対応いただければと思います

ので、そこについてもう一度ご答弁いただければなと思い

ます。 

 学校給食のところの二次調理のところについてですけ

ど、マニュアルとかもきちんと対応できてるっていうとこ

ろで、今年度から要望があれば対応してますというお話を

聞かせていただいたんですけれども、本当に、個々の状態

に対応していかなきゃいけないっていうことに対して、そ

こに現場で関わってる人も非常に不安なところから入っ

てる。 

今年度始めた実施校も多分、今年度、すごく不安になっ

てると思うし、これから年度が変わって増えていくとそう

いったとこ、また不安なところが増えていくと思うので。 

そのマニュアルっていう形だけではなくって、本当にそ

ういったところの対応が共有できるというところについ

ても含めて、ご対応いただければと思いますので、こちら、

主に要望なんですけども、ぜひ何か一言ご答弁いただけれ

ばなというふうに思っております。 

寄贈品の受入れ及びリユースのところなんですけれど

も、なかなか図書館の預かる側としては難しいというよう

なところのお話も少しあったかなと思うんですけれども。 

一方で、姫路文学館のほうの古本市っていうイベントが

実施されている中で、冊数としては3,000冊程度準備して

1,000冊程度が売れてるっていうような状況で、非常に関

心が持たれてるっていうのがちょっと聞こえてきたとこ

ろではあるんですけれども、そういったところを考えたと

きに、本当に、やっぱり図書っていうことに対して、なか

なかこう離れてきてる人もいるのかもしれませんが、まだ

まだ図書と関わっていきたいっていう人も多くいるって

いうところに対して、文学館が進めているその古本市って

いうことと、今、教育委員会が預かっている図書館での運

営ということについて、少し温度が違うような気もするん

ですが、そこについて少しご見解をいただければなと思い

ます。 

以上で2問を終わります。 

◯石堂大輔議長 

 山本政策局長。 

◯山本 聡政策局長 

議員のほうから住みやすく働きやすくなるような支援

をということで、ご質問あったかと思います。 

答弁でも申し上げましたとおりでして、現在、姫路の未

来を切り拓く「ひと」を育むということを重点政策のポイ

ントに掲げて、若い世代に向けた施策、重点的に取り組ん

でいるところでございます。 

引き続き多くの方から選んでいただける姫路市になる

ように施策のほう考えてまいりたいと思います。 

それからウェブ広告のことを少し申し上げたんですが、

現在、市内向けにはウェブ広告クリックしていただきます

と、ブランドメッセージの意味であるとか、こういう取組

なんですっていうことを紹介するようなところに飛ぶよ

うになっております。 

今後、市外に向けてウェブ広告を実施する際には、ウェ

ブ広告をクリックされますと、今実施しております、子育

て支援施策であるとか、そういった部分を直接ご覧いただ

けるような、そういう工夫をしてまいりたいというふうに

考えております。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 三宅農林水産環境局長。 

◯三宅和宏農林水産環境局長 

2問目ありがとうございます。 

議員がおっしゃってました喫煙者、非喫煙者のバランス

を考えながら施策を進めていってほしいという、応援とい

う意味合いでの質問だと思います。 

先ほど答弁でも申し上げましたように、今回、設置予定

の公衆喫煙所の利用状況だとか罰則の強化の部分も含め

て、路上喫煙者の推移などを見極めて、今後、その効果の

検証をしていきたいというふうに思っておるわけなんで
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すけれども。 

議員おっしゃいますとおり、路上喫煙禁止やたばこのポ

イ捨ての禁止に合わせて、非喫煙者、受動喫煙の防止の観

点から、保健所など他の部署とも連携しながら、また、商

店街とか自治会とも連携しながらですね、協力の中でこの

政策を進めていきたいと思います。 

今後も、喫煙者、非喫煙者の双方の理解を得ながら、よ

り一層姫路のまちを美しく快適にしていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◯石堂大輔議長 

 久保田教育長。 

◯久保田智子教育長 

お尋ねいただきました3点について、お答えさせていた

だきます。 

まず1つ目の姫カツ連携活動ですけれども、実際にです

ね、これから中学生になっていく子どもたちへアンケート

を取りますと、本当に様々な活動への興味が示されており

ます。 

ですので、今ある部活動の形だけではないものに広げて

いく必要性ってのは非常に感じているところです。 

 その上で、今は既存の団体に向けてですね、参加を促し

ている、お願いしている、声をかけている状況なんですけ

れども、もちろん、そこでは想定されていないような活動

も多くあると思います。それが子どもたちのニーズに合う

ということもあると思いますので、今はまず既存の団体で

はありますけれども、その先広げられるように、その際に

どのようなルールが必要なのかも検討していかなくては

いけないと感じています。 

2つ目ですけれども、二次調理の対応について、私たち

としては安心安全な給食を提供するというのは、もう必ず

しなくてはいけないことだと思っています。 

前回の答弁の中で少し誤解を招くような表現があった

ことは、本当に私としてもよくなかったなと反省してると

ころではあるんですが、私の気持ちとしましては、安心安

全は必ずなんだけれども、その間にある教職員の皆さんた

ち、議員おっしゃったようなその不安をどのように取り除

いていくかについては、やっぱり意見を聴いて変えていく

ところも必要になってくるんだろうとは思っております。 

実際に4月以降ですね、学校関係者ですとか、実際に立

ち会ってる看護師の方たちにも話を聴くようにしていま

して、そこで得られた知見というのを必ず引き継いでいか

なくてはいけないというふうに思っております。 

最後に文学館のですね、取組なんですけれども、私も少

し調べさせていただきまして、1つには地域交流の場とい

う目的も持っているというふうに聞いております。 

図書館で実際にするとなりますと、やはりその本を寄贈

したいと思っている人たちの気持ちとそれを受け取りた

いという人たちの気持ちのマッチングをうまくするとい

う必要も出てくるんだと思います。 

他都市で、実際に行われている例もあるということです

ので、その辺も研究しながら検討していきたいと思ってお

ります。 

以上でございます。 

◯石堂大輔議長 

 以上で、常盤真功議員の質疑・質問を終了します。 


